


入院治療を受けられる皆様へ
入院生活を少しでも安心して快適に過ごしていただくために、

スタッフ一同心をこめて支援させていただきます。

この冊子は、入院準備・入院生活の過ごし方・入院中、

退院後の支援体制のことなどご案内しております。

ご不明な点などがございましたら、お気軽に看護師にお尋ねください。

患者さんの権利と患者さんへのお願い
私たちは、患者さんお一人おひとりの人権を尊重し、話し合いのもとでの良

質な医療を受けられるよう努めると共に、守秘義務を守り、最善の医療の提

供に努めます。以下のことにご協力くださいますようお願い申し上げます。

１．ご自身の心身の健康に関する情報について、

できるだけ正確にお知らせください。

２．疑問点など十分に相談されて、納得して、

ご自身の医療に積極的にご参加ください。

３．他の患者さんの診療に支障をきたさないようにご協力ください。

４．研修医・医学生、看護学生などの研修・実習・見学などへの、

ご理解とご協力をお願いいたします。

5．患者さんを正しく確認させていただくために、

患者さんご自身にお名前を「フルネーム」でお伝えいただいています。

医療安全などについてのご意見・ご相談は、医療安全管理室が対応しており

ます。受付までお問い合わせください。
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1 0 1 1S a g a r a  H o s p i t a l

入院費用
当院は包括医療［診断群分類］による入院費用の請求方法となっております。
主な疾患別・手術別の入院治療に必要な費用は、おおよそ以下の通りです。
入院費用は、保険の種類・治療内容・患者さんの状態によって自己負担額が異なります。「高額療養
費制度」のご利用をお勧めします。詳しくは次ページをご確認ください。
乳房再建・化学療法などにつきましては別途ご案内いたします。

■入院費用のめやす 個人によって異なります。詳しい計算方法は次ページをご確認ください。

●制度改定により、料金が変わることもあります。ご了承ください。
●表記金額には保険適用分、お食事代［1食あたり460円］を含みます。この金額はあくまでも目
安であり、実際の費用は入院日数や診療内容によって異なることをご了承ください。
●個室の場合には、お部屋代が別途加算されます。
●入院費の計算は、健康保険の定めにより、午前0時を起点に日数計算をいたします。
［1泊2日の入院の場合の入院料・室料差額は2日分で計算することになります。］

■会計の請求
入院費用は各月ごとに清算し、退院当日に請求いたします。
月をまたいで入院・退院した場合は、前月分を退院当日か、当月11日～12日に請求いた
します。

■診断書などのご依頼
診断書作成料金がかかります。退院日が決まりましたら、1階入退院窓口でのご依頼が可能で
す。また退院後のご依頼は、各外来受付に申し出ください。

H A K U A I K A I

乳がん温存手術
［センチネルあり］
乳がん手術
［郭清あり］
インプラント
挿入術

甲状腺悪性腫瘍
甲状腺良性腫瘍
バセドウ病
婦人科

［円錐切除］
婦人科

［レーザー蒸散術］
婦人科
［開腹術］
婦人科

［腹腔鏡下手術］

11日程度

14日程度

10日程度

12日程度
10日程度
12日程度

5日程度

2日程度

10日程度

6日程度

25万円程度

30万円程度

22万円程度

26万円程度
16万円程度
22万円程度

8万円程度

3万円程度

18万円程度

18万円程度

10万円程度

10万円程度

10万円程度

10万円程度
9万円程度
9万円程度

8万円程度

3万円程度

9万円程度

9万円程度

6万円程度

6万円程度

6万円程度

6万円程度
6万円程度
6万円程度

̶̶̶

̶̶̶

6万円程度

6万円程度

［70歳未満］ ［70歳以上］
手 術 入院日数 金 額

［3割負担］

17万円程度

20万円程度

15万円程度

18万円程度
11万円程度
15万円程度

̶̶̶

̶̶̶

13万円程度

̶̶̶

金 額
［2割負担］

高額療養費適用平均金額（月額）

令和2年度

平成30年度

平成30年度

高額療養費制度
高額療養費制度は医療機関に支払った自己負担額が高額になったとき、同月内で定められた額
を超えた分が払い戻される制度です。他の社会保障制度についてはリボン手帳をご参照くださ
い。ご不明な点がありましたら、がん相談支援センターにご相談ください。
●高額療養費の「限度額適用認定証」申請先は加入している医療保険の保険者ごとに異なります。
「70歳未満」「70歳以上」の区分や前年度所得、国民健康保険・社会保険・後期高齢者によって手
続きは異なります。
詳しくは、ご自身が加入している保険者の担当窓口にお問い合わせください。

●対象となる領収書
1ヶ月間［同月内］に同一の医療機関で診察した費用の合計 ※入院、外来は別単位となります。

■70歳以上の場合の計算事例
②③の方は、「限度額適用認定証」を病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限
度額となります。
⑤⑥の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院窓口に提出しておくと、窓口の支
払いが自己負担限度額となります。
70歳以上75歳未満の方は、病院窓口に高齢受給者証のご呈示をお願い致します。

※表記金額にはお食事代［1食あたり460円］を含みません。
（住民税非課税の方等のお食事代は別料金となります）

■70歳未満の場合の計算事例
あらかじめ治療を受ける前に「限度額適用認定証交付申請」手続きをし、交付された認定証を
入院時に病院窓口に提出しておくと、窓口の支払いが自己負担限度額となります。

※表記金額にはお食事代［1食あたり460円］を含みません。
（住民税非課税の方等のお食事代は別料金となります）

①現役並みⅢ
（標準月額83万円以上）

②現役並みⅡ
（標準月額53万円以上）

③現役並みⅠ
（標準月額28万円以上）

④標準報酬月額26万円以下
⑤Ⅱ住民税非課税世帯
⑥Ⅰ住民税非課税世帯

252,600円+（総医療費－
842,000円）×1％

167,400円+（総医療費－
558,000円）×1％

80,100円+（総医療費－
267,000円）×1％

57,600円
24,600円
15,000円

自己負担が３割の人

現役並所得者、住民税非課税者以外の人
世帯主および世帯全体が住民税非課税
Ⅱであって、さらにその世帯の所得が一定基準以下

①標準報酬月額83万円以上

②標準報酬月額53万～79万円

③標準報酬月額28万～50万円

④標準報酬月額26万円以下

⑤住民税非課税者

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

57,600円

35,400円

所得区分自己負担限度額（月額）適用区分

適用区分 自己負担限度額

現役並
所得者

住民税
非課税等

一 般








